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（証券コード 6393） 
2019年６月10日 

 株 主 各 位 
 

神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号  
 
 

取締役社長 永 久 秀 治 
 

第75回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。 
 さて、当社第75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、2019年６月26日（水曜日）午後５時10分までに到着するようご返
送いただきたくお願い申しあげます。 

敬 具 
記  １. 日 時 2019年６月27日（木曜日）午前10時 

２. 場 所 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号 
当社 本社大会議室 

３. 会議の目的事項 
報 告事項 1. 第75期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならび

に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 
  2. 第75期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報告の件 

決議事項  
第１号議案 剰余金の処分の件 
第２号議案 取締役８名選任の件 
第３号議案 監査役１名選任の件 
第４号議案 補欠監査役１名選任の件 
第５号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。 

◎ 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、｢連結注記表」および「個別注記表」として表示すべき事項に
つきましては、法令および当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（URL 
http://www.yuken.co.jp/）に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。 

 なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結
計算書類および計算書類には、本添付書類記載のもののほか、この「連結注記表」および「個別注記表」
として表示すべき事項も含まれております。 

◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（URL http://www.yuken.co.jp/）に掲載させていただきます。 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 
 第１号議案 剰余金の処分の件 

 剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 
 

 期末配当に関する事項 
 当社の配当方針につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績等を勘案し、適正な
成果の配分を基本としております。 
 このような方針のもと、第75期につきましては、当期の堅調な業績に応じた利益還元
を勘案し、１株につき80円といたしたいと存じます。 
① 配当財産の種類 
  金銭といたします。 
② 配当財産の割当に関する事項およびその種類 
  当社普通株式１株につき 80円 
  総額 328,276,960円 
③ 剰余金の配当が効力を生じる日 
  2019年６月28日 
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 第２号議案 取締役８名選任の件 
 取締役７名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選
任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の河渕健司氏については、任期の
途中でありますが、当社取締役体制を一括して株主の皆様に諮る主旨から、本株主総会終
結の時をもって辞任し、他の取締役候補者と任期を揃えた上で、改めて取締役として選任
をお願いするものであります。従って、選任後の取締役の員数に変更はありません。 
 指名諮問委員会の勧告に基づき、取締役会で決定した取締役候補者は、次のとおりであ
ります。 

  
候補者 
番 号 氏 名 当社における地位・担当 当事業年度における 

取締役会への出席状況 

１ 
なが  ひさ  ひで  はる 

永  久  秀  治  再任 
 

代表取締役社長 
指名諮問委員（議長） 
報酬諮問委員（議長） 
リスク管理委員（委員長） 

100％（14回／14回） 

２ 
やす  き  ひで  み 

安  木  秀  己   再任 
 

取締役 
技術本部長 
リスク管理委員 

100％（14回／14回） 

３ 
はぎ  の  よし  お 

萩  野  嘉  夫 
  再任 
 

取締役 
管理本部長兼総務部長 
リスク管理委員（統括責任者） 

100％（14回／14回） 

４ 
ひら  やま  ただ  し 

平  山  直  志 
  再任 
 

取締役 
国内事業本部長兼東日本営業部長 
リスク管理委員 

93％（13回／14回） 

５ 
すず  き  きよ  ひこ 

鈴  木  清  彦 
  新任 
 

執行役員 
生産本部長兼生産部長 （新任） 

６ 
みや  さか    あつし 

宮  坂    篤 
  新任 
 

グローバル事業本部長兼事業推進部長 （新任） 

７ 
こう  ぶち  けん  じ 

河  渕  健  司 
  

再任  社外取締役・独立役員 
 

社外取締役 
指名諮問委員 
報酬諮問委員 
リスク管理委員 

100％（14回／14回） 

８ 
すず  き  まさ  あき 

鈴  木  正  明 
  

新任  社外取締役・独立役員 
 

 （新任） 
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候補者 
番 号 １ 

 

 なが    ひさ    ひで    はる  

永 久 秀 治 1955年２月４日生 再任 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 6,900株 
 
取締役会への出席状況 
14回／14回（100％） 

 

略歴 
1978年４月 株式会社日本興業銀行入

行 
2005年５月 当社執行役員営業担当 

(出向) 
2005年７月 当社執行役員営業副本部

長（出向） 
2006年４月 当社執行役員営業副本部

長兼環境機械部長（出
向） 

2006年６月 当社転籍 
2007年４月 当社執行役員管理本部長

兼経理部長 
2009年６月 当社取締役管理本部長兼

経理部長 
 

 
2011年４月 当社取締役管理本部長兼

経理部長兼経営企画室長 
2012年４月 当社取締役管理本部長兼

経理部長兼経営企画室長
兼総務部長 

2013年４月 当社取締役管理本部長兼
総務部長 

2013年６月 当社常務取締役管理本部
長兼総務部長 

2017年４月 当社常務取締役管理担当 
2017年６月 当社代表取締役社長（現

在） 

当社における地位及び担当 
代表取締役社長 
指名諮問委員（議長） 
報酬諮問委員（議長） 
リスク管理委員（委員長） 
 
取締役候補者とした理由 
永久秀治氏は当社入社以来、営業、経営企画、総務・経理等に携わり、加えて2017年６月以降は当社代表取締
役社長を務め、当社グループの経営を牽引しております。豊富な業務経験と幅広い識見を有しており、当社グル
ープの持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、同氏が当社グループの更なる発展に貢献することがで
きるものと判断し、引続き取締役候補者といたしました。 
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候補者 
番 号 ２ 

 

 やす    き    ひで    み  

安 木 秀 己 1960年２月２日生 再任 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 2,400株 
 
取締役会への出席状況 
14回／14回（100％） 

 

略歴 
1982年４月 当社入社 
2003年４月 当社研究開発部開発１G

課長 
2008年４月 当社品質保証部次長兼品

質保証課長 
2010年４月 当社品質保証部長 
2012年４月 当社研究開発部長 
 

 
2017年４月 当社技術本部長兼研究開

発部長 
2017年６月 当社取締役技術本部長兼

研究開発部長 
2019年４月 当社取締役技術本部長 

(現在) 

当社における地位及び担当 
取締役技術本部長 
リスク管理委員 
 
重要な兼職の状況 
台湾油研股份有限公司董事長 
油研液圧工業（張家港）有限公司董事長 
 
取締役候補者とした理由 
安木秀己氏は、長年にわたり油圧製品の開発に携わり、当社技術関連分野の第一人者であり、豊富な実務経験と
高い能力、識見を有しております。2017年６月から取締役に就任し、またグループ会社の董事長も務め、その
責務を果たしております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引続き取締役候
補者といたしました。 
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候補者 
番 号 ３ 

 

 はぎ     の     よし     お  

萩 野 嘉 夫 1961年３月31日生 再任 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 2,200株 
 
取締役会への出席状況 
14回／14回（100％） 

 

略歴 
1983年４月 当社入社 
2003年４月 当社総務部課長（人事G

担当） 
2008年４月 当社総務部次長 
2009年４月 当社総務部長 
2012年４月 当社総務部付部長 台湾

油研股份有限公司副董事
長総経理（出向） 

 

 
2017年４月 当社管理本部長兼総務部

長 
2017年６月 当社取締役管理本部長兼

総務部長（現在） 

当社における地位及び担当 
取締役管理本部長兼総務部長 
リスク管理委員（統括責任者） 
 
重要な兼職の状況 
韓国油研工業株式会社代表理事 
YUKEN SEA CO.,LTD. CHAIRMAN 
 
取締役候補者とした理由 
萩野嘉夫氏は、総務、営業を経験し、2012年４月から５年間当社グループ海外製造会社の総経理として経営に
携わり、豊富な実務経験と高い識見を有しております。2017年６月から取締役に就任し、またグループ会社の
代表も務め、その責務を果たしております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断
し、引続き取締役候補者といたしました。 
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候補者 
番 号 ４ 

 

 ひら    やま    ただ     し  

平 山 直 志 1962年２月16日生 再任 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 700株 
 
取締役会への出席状況 
13回／14回（93％） 

 

略歴 
1986年４月 当社入社 
2003年４月 当社東日本営業部東京営

業一課長 
2008年４月 当社東日本営業部次長兼

長野営業所長 
2010年７月 当社総務部付次長 油研 

(上海) 商貿有限公司瀋陽
出張所長（出向） 

2012年５月 当社総務部付次長 株式
会社北陸油研代表取締役
社長（出向） 

 

 
2013年４月 当社総務部付部長 株式

会社北陸油研代表取締役
社長（出向） 

2016年５月 当社東日本営業部長 
2017年４月 当社国内事業本部長兼東

日本営業部長 
2017年６月 当社取締役国内事業本部

長兼東日本営業部長（現
在） 

当社における地位及び担当 
取締役国内事業本部長兼東日本営業部長 
リスク管理委員 
 
取締役候補者とした理由 
平山直志氏は、設計、営業を経験し、2012年５月から４年間当社グループ国内販売会社の社長として経営に携
わり、豊富な実務経験と高い識見を有しております。2017年６月から取締役に就任し、国内営業部門の責任者
として、その責務を果たしております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、引
続き取締役候補者といたしました。 
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候補者 
番 号 ５ 

 

 すず     き     きよ    ひこ  

鈴 木 清 彦 1958年９月１日生 新任 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 0株 

 

略歴 
1983年４月 当社入社 
2005年７月 システム技術部システム

設計２Ｇ課長 
2010年４月 油圧システム部次長兼シ

ステム設計一課長 
2011年４月 油圧システム部長 
 

 
2015年４月 第二製造部長兼技術課長 
2018年４月 執行役員生産副本部長兼

生産部長 
2019年４月 執行役員生産本部長兼生

産部長（現在） 

当社における地位及び担当 
執行役員生産本部長兼生産部長 
 
取締役候補者とした理由 
鈴木清彦氏は、設計、製造、生産等を経験し、技術・製造全般における豊富な実務経験と高い識見を有してお
り、現在は当社製造部門を統括する責任者として、その責務を果たしております。当社グループの持続的な企業
価値向上のために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。 
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候補者 
番 号 ６ 

 

 みや    さか         あつし  

宮 坂   篤 1963年11月23日生 新任 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 0株 

 

略歴 
1987年４月 当社入社 
2004年４月 応用商品部環境機械営業

一課長 
2008年４月 環境機械部次長兼技術課

長 
2012年４月 環境機械部長 
 
 

 
2013年４月 販売促進部長兼営業技術

課長 
2015年４月 海外営業部長兼海外営業

課長 
2019年４月 グローバル事業本部長兼

事業推進部長（現在） 

当社における地位及び担当 
グローバル事業本部長兼事業推進部長 
 
重要な兼職の状況 
油研工業（香港）有限公司董事長 
油研（上海）商貿有限公司董事長 
油研（仏山）商貿有限公司董事長 
 
取締役候補者とした理由 
宮坂篤氏は、開発、営業、販売促進を経験し、技術・営業における豊富な実務経験と高い識見を有しており、現
在は当社グループ海外展開を統括し、その役割を実効的に果たすとともに、海外グループ会社の代表も務めてお
ります。当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。 
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候補者 
番 号 ７ 

 

 こう    ぶち    けん    じ  

河 渕 健 司 1950年７月10日生 
再任 

 
社外取締役・独立役員 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 600株 
 
取締役会への出席状況 
14回／14回（100％） 

 

略歴 
1975年４月 太陽鉄工株式会社入社 
1997年９月 同社ME事業部技術部長 
1998年４月 同社ME事業部開発室長 
2000年５月 同社メカトロ事業部長 
2001年６月 同社取締役 
2003年６月 同社常務取締役 
2007年６月 同社専務取締役 
2008年６月 株式会社TAIYO代表取締

役社長 
 

 
2014年６月 同社取締役会長 
2015年６月 同社取締役会長退任 
2016年６月 当社社外取締役（現在） 
2017年６月 株式会社エスティック 

取締役監査等委員 (社外) 
(現在） 

2019年６月 当社社外取締役辞任予定 

当社における地位及び担当 
社外取締役 
指名諮問委員 
報酬諮問委員 
リスク管理委員 
 
重要な兼職の状況 
株式会社エスティック取締役監査等委員（社外） 
 
取締役候補者とした理由 
河渕健司氏は、長年に渡り油圧メーカの経営者を務め、業界に精通するとともに、豊富な経験と幅広い識見を有
しております。2016年６月に当社社外取締役に就任以降、取締役会等において豊富な経験と独立性を活かした
意見・助言を行っており、当社の意思決定と実効性のある監督機能に適切な役割を果たしていることから、引続
き取締役候補者といたしました。なお、同氏は2018年６月開催の第74回定時株主総会において選任されている
ことから、その任期は2020年６月開催予定の当社株主総会終結の時までとなっておりますが、今回当社の取締
役体制を一括して株主の皆様に諮る主旨から、本株主総会終結の時をもって辞任することとし、他の取締役候補
者と任期を揃えた上で、改めて取締役として選任をお願いするものであります。 
 
独立性に関する補足説明 
同氏は、当社が定める「当社独立社外役員の独立性基準」を満たしております。 
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候補者 
番 号 ８ 

 

 すず    き    まさ    あき  

鈴 木 正 明 1951年７月28日生 
新任 

 
社外取締役・独立役員 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 0株 

 

略歴 
1990年９月 中央新光監査法人社員 
1996年８月 中央監査法人代表社員 
2006年６月 中央青山監査法人評議

員、理事長代行 
2007年８月 みすず監査法人清算人 
2008年10月 新日本有限責任監査法

人（現 EY新日本有限責
任監査法人）シニアパ
ートナー 

2011年７月 新日本有限責任監査法
人（現 EY新日本有限責
任監査法人）コンプラ
イアンス推進室室長 

 

 
2012年７月 公認会計士・税理士鈴

木正明事務所所長（現
在） 

2013年６月 株式会社コア非常勤監
査役 

2018年６月 株式会社マーベラス非
常勤監査役（現在） 

2018年11月 JESCOホールディング
ス株式会社非常勤監査役
（現在） 

重要な兼職の状況 
公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長 
株式会社マーベラス非常勤監査役 
JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役 
 
取締役候補者とした理由 
鈴木正明氏は、長年の公認会計士・税理士としての経験から、企業会計についての高い専門性を有しており、ま
た企業の社外監査役を務められる等、豊富な経験と識見を有しております。同氏の豊富な経験と専門性、高い独
立性を、当社の経営の重要事項決定および業務執行の監督に活かすことが企業価値向上に資すると判断し、取締
役候補者といたしました。なお、同氏は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませ
んが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行できると判断いたしました。 
 
独立性に関する補足説明 
同氏は、当社が定める「当社独立社外役員の独立性基準」を満たしております。   

  



12 

（注）1. 各取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 
2. 当社は河渕健司氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める賠償
責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低
責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を
継続する予定であります。また、鈴木正明氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結
する予定であります。 

3. 当社は河渕健司氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。また、鈴木正明氏についても、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であ
ります。 

4. 河渕健司氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年となります。 
5. 鈴木正明氏の選任が承認された場合は、同氏を当社リスク管理委員、指名諮問委員および報酬諮問委
員に選任する予定です。 

   
【ご参考】当社独立社外役員の独立性基準 

 
１．社外取締役及び社外監査役について、当該候補者が現在又は過去10年において、次の各項目

に該当しない場合、独立性があると判断する。 
１）当社グループの主要な取引先の業務執行者 
２）当社グループのメインバンクの業務執行者 
３）当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家又は法

律専門家 
４）当社又は当社子会社の業務執行者 
５）当社子会社の業務執行者でない取締役 
６）当社の主要な株主の業務執行者 
７）就任の前10年以内のいずれかのときにおいて、当社又は当社子会社の取締役又は監査役

であったことがある者 
２．最初に就任してから10年を超えて社外役員に就任しない。但し、その任期中にその期間に達

する場合は、次期に任用しない。 
３．その他、当社の一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的な利

益相反が生じるおそれのない人物であること。 
 
（※１）｢主要な取引先｣：直近の事業年度を含む３事業年度各年度の年間連結総取引高の２%以

上を基準として判定 
（※２）｢一定額以上の金銭等｣：過去３年平均にて年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利

益 
（※３）｢主要な株主｣：出資比率10%以上の大株主 
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 第３号議案 監査役１名選任の件 
 本株主総会終結の時をもって、監査役高久憲一氏が任期満了となりますので、監査役１
名の選任をお願いしたいと存じます。 
 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
 監査役候補者は、次のとおりであります。 

 

   いち    かわ    けっ    し  

市 川 傑 士 1960年３月２日生 新任 

 
 

所有する当社株式の種類及び数 
普通株式 0株 

 

略歴 
1984年４月 当社入社 
2007年４月 情報システム課長 
2015年４月 管理本部長付次長（情

報システム課担当）兼
内部監査室次長 

 

 
2015年10月 内部監査室次長 
2016年４月 内部監査室長（次長） 
2018年４月 内部監査室長（部長）

(現在) 

当社における地位 
内部監査室長（部長） 
リスク管理委員 
 
監査役候補者とした理由 
市川傑士氏は、情報システム、内部監査等を経験し、当社業務に精通し、豊富な実務経験と高い識見を有してお
ります。現在は内部監査室長として、当社グループにおける内部監査を適切に遂行するとともに、内部統制体制
の一層の強化に繋がる意見・助言を積極的に行っております。当社グループの持続的な企業価値向上のために適
切な人材と判断し、監査役候補者といたしました。   
（注）1. 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2. 市川傑士氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で監査役として期待される役割を十分に発揮
できるように、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に定める賠償責任を限定す
る契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責
任限度額といたします。 
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 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 
 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任を
お願いするものであります。 
 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
 補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。 

 
 ふ     せ    けん    きち  

布 施 謙 吉 1947年６月28日生 

 所有する当社の株式数 
     0株 

略歴 
1980年４月 弁護士登録（第一東京弁

護士会） 
1980年４月 長野法律事務所（現在） 
 

 
 

重要な兼職の状況 
長野法律事務所 弁護士 

  （注）1. 当社は布施謙吉氏が所属している長野法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、同契約に
伴う取引金額は僅少であります。 

2. 布施謙吉氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、他社におけ
る監査役経験もあり、企業経営を統治する充分な識見を有しており、社外監査役としての職務を適切
に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。 

3. 布施謙吉氏は、当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立社外役員の独立性基準」により、
一般株主と利益相反の生じる恐れがなく十分な独立性を有しており、東京証券取引所が定める独立役
員の要件を満たしているため、同氏が社外監査役に就任した場合は、同取引所に対して独立役員とし
て届け出る予定であります。 

4. 布施謙吉氏が社外監査役に就任した場合は、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法
第427条第1項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結す
る予定でおります。当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額といた
します。 
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 第５号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件 
 当社は、当初2007年３月８日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行
為への対応策 (買収防衛策)」を導入し、直近では2016年６月28日開催の当社第72回定
時株主総会において株主の皆様の承認をいただき継続（以下、継続後の対応策を「現プラ
ン」といいます｡）しておりますが、その有効期間は、本株主総会終結の時までとなって
おります。当社では、現プラン継続後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々
の動向及び様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・
向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方について引き続
き検討してまいりました。 
 その結果、2019年５月９日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第118条第
３号に定める当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
(以下、｢会社の支配に関する基本方針」といいます｡) に照らして不適切な者によって、
当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、本株主総会
における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの内容を一部変更した上で継続（以下、
新たに継続する対応策を「本プラン」といいます｡）することといたしました。本プラン
の現プランからの主な変更点は以下のとおりです。①対抗措置について、新株予約権の無
償割当に限定いたしました。②その他語句の修正、文言の整理等行いました。 
 本プランへの継続につきましては、本プランの具体的運用が適正に行われることを前提
として、監査役全員から賛同を得ております。 
 
Ⅰ 本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の
財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み） 
１．本プランの目的 
 本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財
務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入された、
現プランを継続するものです。 
 当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社
の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務
及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。
また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆
様の意思に基づき行われるべきものと考えております。 
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 しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひい
ては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に
株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規
模な買付の内容等について評価・検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するため
に合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等買収の対象とされた会
社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 
 そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、
株主の皆様が適切なご判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との
交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同
の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の
確保等に関する一定のルール（以下、｢大規模買付ルール」といいます｡）を設定し、
会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされ
た場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会における株主の皆様のご承
認を条件に、本プランとして継続することといたしました。 
 本プランの概要につきましては、参考資料をご参照ください。 

 
２．本プランの対象となる当社株式の買付 
 本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ（注１）の議決権割
合（注２）を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注３）の買付行為、又
は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行
為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、
公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大
規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます｡）
とします。 
注１：特定株主グループとは、 
（ｉ）当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます｡）の保有

者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします｡）
及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に
基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします｡）又は、 
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（ⅱ）当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます｡）の買付け等（同法第
27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを
含みます｡）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者を
いいます｡） 

 を意味します。 
注２：議決権割合とは、 
（ｉ）特定株主グループが、注１の(ｉ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取

引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該
保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下
同じとします｡）も加算するものとします｡）又は、 

（ⅱ）特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株
券等保有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます｡）の合計をい
います。 
各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するも
のをいいます｡）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいま
す｡）は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出され
たものを参照することができるものとします。 

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の２第１項又は同法第27条の23第１項に規定する株券
等を意味します。 

 
３．独立委員会の設置 

 大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付
ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共
同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについ
ては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取
締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性
を担保するため、独立委員会規程（独立委員会規程の概要につきましては、別紙１を
ご参照ください｡）を定めるとともに、独立委員会を設置しております。独立委員会
の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行
う経営陣から独立し、当社及び当社の取締役との間に特別の利害関係を有していない
社外取締役、社外監査役又は社外有識者（注４）の中から選任します。本プラン継続
後の独立委員会の委員は、社外取締役として河渕 健司氏、鈴木 正明氏 (いずれも本
株主総会に社外取締役としての選任議案を上程予定)、社外監査役として山浦 秀雄氏
の３名が就任する予定です (略歴につきましては、別紙２をご参照ください)。 
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 当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是
非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観
点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に対し対抗措置
を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社
取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動について決定す
ることとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することと
いたします。 
 なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう
になされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立
した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサル
タントその他の専門家）等の助言を得ることができるものとします。 
注４：社外有識者とは、過去に当社又は当社の子会社の取締役、会計参与もしくは執行役又は支配

人その他の使用人となったことがない者であり、経営経験豊富な企業経営者、官庁出身者、
投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経
験者、又はこれらに準ずる者をいいます。 

 
４．大規模買付ルールの概要 
（1）大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出 
 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規
模買付行為の提案に先立ち、まず、当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨
の法的拘束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を
ご提出いただきます。当社が大規模買付者から意向表明書を受理した場合には、速や
かにその旨及び必要に応じ、その内容について適時・適切に公表します。 
① 大規模買付者の名称、住所 
② 設立準拠法 
③ 代表者の氏名 
④ 国内連絡先 
⑤ 提案する大規模買付行為の概要 
⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約 
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（2）大規模買付者からの情報の提供 
 当社は、上記(1)の意向表明書を受領した日の翌日から10営業日以内に、大規模買
付者から当社取締役会に対して、株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成の
ために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます｡）の
リストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、当該リストに従い、本必要
情報を当社取締役会に書面で提出していただきます。本必要情報の一般的な項目は以
下のとおりです。その具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容に
よって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての
意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。 
① 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンド
の場合）その他の構成員を含みます｡）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、
資本構成、財務内容等を含みます｡） 

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、買
付等の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買
付行為の実現可能性等を含みます｡） 

③ 大規模買付行為における買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、
算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが
予想されるシナジーの内容を含みます｡） 

④ 大規模買付行為における買付資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含み
ます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます｡） 

⑤ 大規模買付行為の完了後に想定している役員候補 (当社及び当社グループ事業と
同種の事業についての経験等に関する情報を含みます｡)、当社及び当社グループ
の経営方針、事業計画、財務計画、資本政策及び配当政策等 

⑥ 大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループの顧客、取引先、従業員
等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及
びその内容 
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 当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、
大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付
者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することがで
きるものとします。 
 当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場
合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限（最初に本必要
情報を受領した日から起算して60日を上限とします｡）を定めた上で、本必要情報が
揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。 
 当社取締役会は、本必要情報の全てが大規模買付者から提供されたと判断した場合
には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公表することとしま
す。 
 また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規
模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、
当社取締役会が求める本必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供に
係る交渉等を打ち切り、後記(3)の取締役会による評価・検討を開始する場合があり
ます。 
 当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の
皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断す
る時点で、その全部又は一部を公表します。 

 
（3）当社取締役会による評価・検討期間等 
 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取
締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買
付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合
は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のた
めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます｡）として設定します。 
 取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家（ファイ
ナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）
等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会か
らの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公
表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改
善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあ
ります。 
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５．大規模買付行為が実施された場合の対応方針 
（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該
大規模買付行為に反対であったとしても、原則として、当該買付提案についての反対
意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、当
該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じる
か否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対
する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 
 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、
例えば以下の①から⑤のいずれかに該当し、その結果として会社に回復し難い損害を
もたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役
会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に当社取締役会は、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な範
囲内で新株予約権の無償割当を講じることがあります。 
① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高
値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合 
(いわゆるグリーンメーラーである場合) 

② 当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループの事業経営上必要な知的財
産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグルー
プ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を
行っている場合 

③ 当社の経営を支配した後に、当社又は当社グループの資産を当該買収者やそのグ
ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行
っている場合 

④ 当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループの事業に当面関係していな
い不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一
時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙っ
て株式の高価売り抜けをする目的で当社株式の買収を行っている場合 

⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最
初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を
不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うこ
とをいいます｡）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株
主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合 
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（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 
 大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如
何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るこ
とを目的として、上記(1)で述べた対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合
があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大
規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも本必要情報の一部が
提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしな
いものとします。 

 
（3）取締役会の決議、及び株主総会の開催 
 当社取締役会は、上記(1)又は(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行
う場合は独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討
した上で対抗措置発動又は不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うもの
とします。 
 当社取締役会が対抗措置として、新株予約権の無償割当をする場合の概要は別紙３
に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が
一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とすること
や新株予約権者に対して、当社が当社株式と引き換えに当該新株予約権を取得する旨
の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を
設けることがあります。但し、当社は、この場合において、大規模買付者が有する新
株予約権の取得の対価として金銭を交付することを想定しておりません。 
 また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の
決議について株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗
措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間（以下「株主検討期間」
といいます｡）として最長60日間の期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総
会を開催することがあります。 
 当社取締役会において、株主総会の開催及び基準日の決定を決議した場合は、取締
役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとし
ます。 
 当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情
報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役
会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知と
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ともに送付し、適時・適切にその旨を開示します。 
 株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役
会は、当該株主総会の決議に従うものとします。従って、当該株主総会が対抗措置を
発動することを否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたし
ません。当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終了することとし、当該株主総
会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。 

 
（4）大規模買付行為待機期間 
 株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間を、また株主検討期間を設ける場
合には取締役会評価期間と株主検討期間のあわせた期間を大規模買付行為待機期間と
します。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できない
ものとします。 
 従って、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるも
のとします。 

 
（5）対抗措置発動の停止等について 
 上記(3)において、当社取締役会又は株主総会において具体的対抗措置を講じるこ
とを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合な
ど、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合、独立委員会の意見
又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。対
抗措置として新株予約権を無償割当する場合において、権利の割当を受けるべき株主
が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど対抗措置
の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた
上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権の無償割当を中止する
こととし、また、新株予約権の無償割当後においては、行使期間開始日の前日までの
間は、当社による無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の
皆様は新株予約権を失います｡）することにより対抗措置発動の停止等を行うことが
できるものとします。 
 このような対抗措置発動の停止を行う場合は、法令及び当社が上場する金融商品取
引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 
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６．本プランが株主・投資家に与える影響 
（1）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響 
 本プランにおける大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否
かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見
を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としていま
す。これにより株主の皆様は、十分な情報および提案のもとで、大規模買付行為に応
じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値
ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付
ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となる
ものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。 
 なお、上記５.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守す
るか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び
投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 
（2）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響  
 当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、
当社取締役会が上記５.に記載した対抗措置を講じることを決定した場合には、法令
及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適
切に開示します。 
 対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的
側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として新
株予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆様は、対価の払込みをすることなく、そ
の保有する株式数に応じて、新株予約権が割当てられます。また、当社が、当該新株
予約権の取得の手続きを取ることを決定した場合は、大規模買付者等以外の株主の皆
様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の
不利益は発生しません。  
 なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又
は発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、
株主の皆様は新株予約権を失います｡）を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が
生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により
不測の損害を被る可能性があります。 



25 

 大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ル
ールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、
結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。
本プランの開示は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあ
らかじめ注意を喚起するものであります。 

 
（3）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 
 対抗措置として、新株予約権の無償割当が行われる場合には、株主の皆様は引受け
の申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得
の手続きをとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、
当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込
みや払込み等の手続きは必要となりません。但し、この場合当社は、新株予約権の割
当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等ではないこと等を誓約
する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります｡ 
 これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことに
なった際に、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定
について適時・適切に開示します。  

 
７．本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止 
 本プランは、本株主総会での決議をもって同日より発効することとし、有効期限は、
本株主総会終結の時から2022年６月に開催される第78回定時株主総会終結の時までと
します。 
 本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①株主総会
において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された
取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に
は、その時点で廃止されるものとします。 
 また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共
同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を
行うことがあります。このように、当社取締役会が本プランについて継続、変更、廃止
等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示します。 
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 なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関する法令、
金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適
切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆
様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プラン
を修正し、又は変更する場合があります。 
 
Ⅱ 本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社
の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて 

（1）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 
 本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株
主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企
業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・
相当性確保の原則）を充足しています。 
 また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に発表した報告
書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が
2015年６月１日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－５い
わゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。 

 
（2）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること 
 本プランは、上記Ⅰ １. ｢本プランの目的」にて記載したとおり、当社株式に対
する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主
の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時
間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることによ
り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもっ
て現プランを継続したものです。 

 
（3）合理的な客観的発動要件の設定 
 本プランは、上記Ⅰ ５. ｢大規模買付行為が実施された場合の対応方針」にて記
載したとおり、大規模買付行為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規
模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収で
ある場合や株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合な
ど、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動
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されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための
仕組みを確保しているものといえます。 

 
（4）独立性の高い社外者の判断の重視 
 本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅰ ５. ｢大規模買付行為が実施された
場合の対応方針」にて記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立してい
る委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとさ
れており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な
運用を担保するための手続きも確保されております。 

 
（5）株主意思を重視するものであること 

 本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会にお
いて本プランに関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、株主の皆様の
ご意向が反映されることとなっております。 
 また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プラ
ンの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で変更又は廃止さ
れることになり、株主の合理的意思に依拠したものとなっております。 

 
（6）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 上記Ⅰ ７. ｢本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止」にて記載したとお
り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃
止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けた者が、当社株主
総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止
することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の
構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありませ
ん。また、当社は取締役の任期を２年としておりますが、当該任期につきましては期
差任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交
替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛
策）でもありません。 
 なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要するような決議
要件の加重は行っておりません。 

以 上 
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（別紙１） 
独立委員会規程の概要 

 
・独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。 
 
・独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を
行う経営陣から独立した社外取締役、社外監査役又は社外有識者（経営経験豊富な企業経営者、
官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と
する学識経験者又はこれに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議
により選任される。 
 
・独立委員会の委員の任期は、本プランの有効期限までとする。但し、社外取締役及び社外監査
役である委員の任期は、その社外役員としての任期が本プランの有効期限より以前に到来する
場合（再任された場合を除く）は、社外役員の任期と同じとする。また、取締役会等において
本プランの廃止をする旨の決議をした場合、委員の任期は本プランの廃止と同時に終了する。 
 
・独立委員会は、取締役会から諮問を受けた場合、以下に記載する事項について決定し、その決
定の内容を、その理由及び根拠を付して取締役会に対して勧告する。 
① 大規模買付者に対抗するための新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び定款が認め
る対抗措置の発動又は不発動 

② 大規模買付者の大規模買付行為の撤回等に基づく新株予約権の無償取得、発行中止その他
対抗措置の停止等 

③ その他、取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が独立委員会に諮問した事項 
 
・独立委員会は、以下に記載される事項を行うものとする。 
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの決定 
② 大規模買付者が取締役会に提供すべき本必要情報の決定 
③ 本必要情報の提供完了の決定 
④ 大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討 
⑤ 大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合にあたるか否かの
決定 
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⑥ 取締役会評価期間の延長の決定 
⑦ 本プランの修正又は変更の承認 
⑧ その他、取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 
 
・独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバ
イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができる
ものとする。 
 
・独立委員会の決議は、独立委員会の委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもってこ
れを行う。 

以 上 
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（別紙２） 
独立委員会の委員略歴 

 
 本プランへの継続後の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 
 
河渕 健司（こうぶち けんじ） 

1950年７月10日生 
（略歴） 
1975年４月 太陽鉄工株式会社入社 
2001年６月 同社取締役 
2003年６月 同社常務取締役 
2007年６月 同社専務取締役 
2008年６月 株式会社TAIYO代表取締役社長 
2014年６月 同社取締役会長 
2016年６月 当社取締役 (社外) (現在) 
2017年６月 株式会社エスティック取締役監査等委員 (社外) (現在) 
 

鈴木 正明（すずき まさあき） 
1951年７月28日生 
（略歴） 
1990年９月 中央新光監査法人社員 
1996年８月 中央監査法人代表社員 
2006年６月 中央青山監査法人評議員、理事長代行 
2007年８月 みすず監査法人清算人 
2008年10月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニアパート

ナー 
2011年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）コンプライア

ンス推進室室長 
2012年７月 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長（現在） 
2013年６月 株式会社コア非常勤監査役 
2018年６月 株式会社マーベラス非常勤監査役（現在） 
2018年11月 JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役（現在） 
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山浦 秀雄（やまうら ひでお） 
1956年７月７日生 
（略歴） 
1980年４月 株式会社日本興業銀行入行 
1996年６月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第四部次長 
2004年10月 同行シンジケーション業務管理部長 
2006年８月 みずほ総合研究所株式会社上席執行役員総合企画部長 
2013年６月 丸善石油化学株式会社常勤監査役 
2017年６月 当社常勤監査役（社外) (現在） 
 

 上記、各独立委員会の委員と当社の間には特別の利害関係はありません。 
 河渕健司氏および山浦秀雄氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 
 鈴木正明氏は、本株主総会において社外取締役に選任された場合、同取引所に対し独立役員と
して届け出る予定です。 

 
以 上 
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（別紙３） 
新株予約権無償割当の概要 

 
１．新株予約権無償割当の対象となる株主及び発行条件 
 当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有す
る当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く｡）１株につき１個の割合で新た
に払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 
 
２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総
数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式
の発行済株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く｡）の総数を減じた株式数を上限と
する。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但
し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 
 
３．発行する新株予約権の総数 
 新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回に
わたり新株予約権の割当を行うことがある。 
 
４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当
社取締役会が定める額とする。 
 
５．新株予約権の譲渡制限 
 新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 
 
６．新株予約権の行使条件 
 議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が
同意した者を除く｡）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役
会において別途定めるものとする。但し、新株予約権の行使が認められない者が有する新株予
約権の取得の対価として金銭を交付することを想定していない。 
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７．新株予約権の行使期間等 
 新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項について
は、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記６.の行使条件
のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株
予約権１個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の
条項を定めることがある。 

以 上 
 

  



34 

（参考資料） 

 

（注）本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、
必ずしも全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。 
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（添付書類） 
事 業 報 告 

（2018年４月１日から 
2019年３月31日まで ） 

 
１．企業集団の現況に関する事項 
（1）事業の経過およびその成果 
 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続き、緩やか
な回復基調が持続しました。一方、世界経済は、米国は総じて堅調に推移したものの、欧州、
中国の経済成長は鈍化し、米中貿易摩擦の長期化リスク等により、先行きは不透明な状況が
続いております。 
 このような状況のもとで、当社グループは、グループの全体最適 (Group)、海外拠点の
強化と対象市場の拡大 (Global)、成長を支えるインフラや人財の強化 (Growing) を推進
の柱に、中期経営計画「３Ｇ（Group Global Growing）Action 2018」を実行し、国内
外の顧客に対し積極的な拡販に努めるとともに、環境変化に影響されにくい高収益体質企業
への転換、新製品の開発・提案、経営の効率化にも鋭意取り組んでまいりました。 
 当連結会計年度の売上高は、300億５百万円 (前年同期比1.8％増)、営業利益は21億３千
４百万円 (前年同期比2.5％減)、経常利益は20億６千７百万円 (前年同期比1.5％増)、親会
社株主に帰属する当期純利益は12億９千１百万円（前年同期比7.8％減）となりました。 
 単独業績につきましては、売上高は160億９千万円 (前年同期比1.1％減)、営業利益６億
７千５百万円 (前年同期比13.9％減)、経常利益11億６千万円 (前年同期比10.4％減)、当
期純利益９億５千５百万円（前年同期比12.4％減）となりました。 
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 事業別の売上高は以下のとおりです。 
 

事   業   別 売  上  高 前 期 比 増 減 
 百万円 ％ 

油 圧 製 品 事 業 18,775 △0.9 
シ ス テ ム 製 品 事 業 6,848 14.1 
環 境 機 械 事 業 他 4,381 △3.3 

合      計 30,005 1.8 
 
（2）設備投資等の状況 
 当連結会計年度の設備投資は、総額11億２千万円であります。事業部門別では、油圧製
品部門９億７千１百万円、システム製品部門２千８百万円、環境機械事業部門他で１億２千
万円となっております。 

 
（3）資金調達の状況 
 当社は、運転資金の効率的な調達と安定的な財務基盤の確保を目的に取引銀行４行とシン
ジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当
連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 
コミットメントラインの総額 4,000百万円
借入実行残高 680百万円
差引額 3,320百万円

 
（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況 
 該当事項はありません。 

 
（5）他の会社の事業の譲受けの状況 
 該当事項はありません。 

 
（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 
 該当事項はありません。 

 
（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権の取得または処分の状況 
 該当事項はありません。 
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（8）財産および損益の状況の推移 
 

区    分 
第72期 
 

2016年３月期 

第73期 
 

2017年３月期 

第74期 
 

2018年３月期 

第75期 
(当連結会計年度) 
2019年３月期 

売 上 高（百万円） 27,701 25,909 29,473 30,005 

経 常 利 益（百万円） 1,613 1,041 2,038 2,067 
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益（百万円） 1,078 655 1,401 1,291 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 252.67 154.77 333.96 314.40 

総 資 産（百万円） 36,366 36,160 37,986 37,002 
 （注）1. 第72期は、国内経済の緩やかな回復基調が続き、米国経済も堅調な景気が持続したものの、中国を始

めとする新興国や資源国の経済減速の影響もあり、売上高は減少しました。損益面では、引続き中期
経営計画の推進による高収益体質企業への転換に取り組み、営業利益は増加しましたが、経常利益は
減少しました。 

2. 第73期は、国内経済は緩やかな回復基調を維持し、米国・欧州も底堅く回復基調が続きましたが、中
国や他の新興国は景気に弱さが見られたこともあり、売上高および利益は減少しました。 

 なお、第74期より「在外子会社の収益および費用の換算方法の変更」を行ったため、第73期につい
ては、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。 

3. 2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しており、第72期の期首に
当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。 

4. 第74期は、国内経済は緩やかな回復基調を維持し、米国・欧州の景気も底堅く推移したことや、中国
等の新興国でも景気の持ち直しが見られたことから、売上高および利益は増加しました。 

5. 第75期（当連結会計年度）の状況につきましては、｢(1) 事業の経過およびその成果」に記載のとお
りであります。 

 



38 

（9）重要な親会社および子会社等の状況 
  ① 親会社との関係 
    該当事項はありません。 
 
  ② 重要な子会社等の状況 
 

会   社   名 資 本 金 当 社 の 
出資比率 主 要 な 事 業 内 容 

（連結子会社）  株 式 会 社 ユ ケ ン サ ー ビ ス  

 
千円 

40,000 

 
％ 

100.0 

 
油圧製品の販売および保守 
システム製品の製造・販売および保守 

台 湾 油 研 股 份 有 限 公 司 
千ニュー台湾ドル 
90,000 72.47 油圧製品の製造・販売 

システム製品の製造・販売 
油 研 工 業 （ 香 港 ） 有 限 公 司 

千香港ドル 
5,000 100.0 油圧製品の販売 

ユ ケ ン ・ ヨ ー ロ ッ パ  L T D . 
千ポンド 
300 100.0 油圧製品の販売 

ユ ケ ン ・ イ ン デ ィ ア  L T D . 
千ルピー 

120,000 40.0 油圧製品の製造・販売 

油研液圧工業（張家港）有限公司 
千人民元 

101,468 
95.08 
(12.94) 油圧製品の製造 

韓 国 油 研 工 業 株 式 会 社 
百万ウォン 
5,010 96.4 油圧製品の販売 

油 研 （ 上 海 ） 商 貿 有 限 公 司 
千人民元 

8,184 
100.0 
(33.33) 油圧製品の販売 

Y U K E N  S E A  C O . , L T D . 
千バーツ 

80,000 
88.99 
(28.99) 油圧製品の販売 

油 研 （ 仏 山 ） 商 貿 有 限 公 司 
千人民元 

22,954 
100.0 
(17.1) 油圧製品の販売 

（持分法適用関連会社）  株 式 会 社 北 陸 油 研  

 
千円 

30,000 

 
 

42.13 
 
油圧製品の販売 

 
（注）1. ユケン・インディアLTD.は、当社の出資比率40.0％でありますが、実質的に支配しているため、子会

社としております。 
2. 出資比率の（ ）は、間接所有割合であります。 

 
（10）主要な事業内容 

 当社グループは、油圧製品、システム製品、環境機械の製造ならびに販売を主な事業の内
容としております。 
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（11）主要な営業所および工場 
  ① 当社の主要な営業所および工場 
 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 
本 社 ・ 相 模 事 業 所 神奈川県綾瀬市 東 京 支 社 東京都港区 
袋 田 工 場 茨城県久慈郡 大 阪 支 社 大阪府大阪市 
 
  ② 主要な子会社の営業所および工場 
 

会  社  名 名  称 所   在   地 
株 式 会 社 ユ ケ ン サ ー ビ ス 本 社 神奈川県綾瀬市 
台 湾 油 研 股 份 有 限 公 司 本 社 台湾省台中市 
油 研 工 業 （ 香 港 ） 有 限 公 司 本 社 HONGKONG Kowloon 
ユ ケ ン ・ ヨ ー ロ ッ パ  L T D . 本 社 ENGLAND Liverpool 
ユ ケ ン ・ イ ン デ ィ ア  L T D . 本 社 INDIA Malur 
油 研 液 圧 工業（張家港）有限公司 本 社 中華人民共和国江蘇省 
韓 国 油 研 工 業 株 式 会 社 本 社 大韓民国ソウル市 
油 研 （ 上 海 ） 商 貿 有 限 公 司 本 社 中華人民共和国上海市 
Y U K E N  S E A  C O . , L T D . 本 社 THAILAND Bangkok 
油 研 （ 仏 山 ） 商 貿 有 限 公 司 本 社 中華人民共和国広東省 
 
（12）従業員の状況 
 

従業員数（前期末比増減) 
1,186名（21名増) 

 
（13）主要な借入先の状況 
 

借    入    先 借 入 金 残 高 
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,332百万円 
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 833 
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,289 
株 式 会 社 横 浜 銀 行 768 
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 130 
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（14）対処すべき課題 
 当社及び当社グループは、｢日本、アジア、世界に貢献し、環境変化の中でも利益成長で
きる高収益体質の独立系油圧総合メーカグループを目指す」という長期経営ビジョンのもと、
2016年度を初年度とする中期経営計画「３G Action2018」に基づき、グループ全体最適
や市場拡大、インフラ・人財の強化に鋭意取り組んでまいりました。３年間の取組みにより、
グループ総合力の一定の向上は得られたものと考えていますが、企業価値を高めるための収
益力の一層の向上およびグループ生産能力の更なる強化が今後の課題であると認識しており
ます。そうした中、次の10年に向けた環境の変化に耐え得る強固な収益基盤を作り上げて
いくために、2019年度を初年度とする中期経営計画「３Ｇ Action2021 ～Challenge 
the Next Stage～」を策定いたしました。前中期経営計画３Ｇ《Group・Global・
Growing》の行動指針を継続し、利益《Gain》を刈り取れる収益体制の構築を図ってまい
ります。 
 具体的には以下のとおり取り組んでおります。 
（1）Group（グループ）戦略 ～グローバル展開に対応したものづくり力の強化～ 
 機会損失解消のためのグループ内生産能力の強化や、海外生産拠点活用による製品コス
トの削減を推し進め、 ブランドの製品品質や製造技術を一層強化してまいりま
す。 

（2）Global（グローバル）戦略 ～成長分野としてのグローバル展開の推進～ 
 成長市場での事業拡大を図るとともに、成熟市場におけるブランド価値向上と安定的な
成長を目指します。そのためにも、市場に適合したグローバル製品の開発を一層推し進め
てまいります。 

（3）Growing（グローイング）戦略 ～成長を支えるグループ会社の経営基盤強化～ 
 グローバル経営を支える人財の育成に注力いたします。また、グループにおけるガバナ
ンス機能を強化するとともに、成長を支えるための積極的な投資を実施してまいります。 

（4）Gain（ゲイン）戦略 ～持続的成長のための収益力の強化～ 
 当社グループの中核である当社において、一層の採算性向上や自動化による省人化、効
率化を推し進め収益力を向上させるとともに、グループとして持続的に成長できる事業基
盤、高収益体制を実現し、企業価値向上を図ってまいります。 

（5）グループ全体の社会的信頼の向上 
 社会の一員としての自己責任を徹底し、グループ全体の社会的責任の向上に取り組みま
す。 
 安全・安心の万全な品質保証、地球視点での環境保全、法令や社会規範の遵守、迅速か
つ的確な情報開示、地域社会との共生などに対するグループ内での取り組みを一層推し進
めてまいります。 
 
 株主の皆様におかれましては、なにとぞよろしくご支援賜りますようお願い申しあげます。 
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２．会社の株式に関する事項 
（1）発行可能株式総数 9,600,000株
 
（2）発行済株式の総数 4,103,462株
                    （自己株式 407,214株を除く） 
 
（3）株主数 5,006名（前期末比530名増） 
 
（4）大株主（上位10名） 
 

株    主    名 当社への出資状況 
持 株 数 出 資 比率 

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 204 千株 4.98 ％ 
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 195  4.76  
油 研 販 売 店 持 株 会 175  4.27  
油 研 協 力 会 持 株 会 166  4.05  
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 165  4.03  
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 164  4.01  
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 148  3.62  
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT-DOMESTIC CUSTODY SERVICES 135  3.29  
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 108  2.63  
酒 井 重 工 業 株 式 会 社 82  2.00  

 
（注） 持株比率は、自己株式（407,214株）を控除して計算しております。 
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３．会社役員に関する事項 
（1）取締役および監査役の氏名等               （2019年３月31日現在） 
 

氏   名 地位および担当 重要な兼職の状況 

永 久 秀 治 
取締役社長（代表取締役） 
指名諮問委員（議長） 
報酬諮問委員（議長） 
リスク管理委員（委員長） 

 

大 場 孝 一 
常務取締役（グローバル事業本部長） 
指名諮問委員 
報酬諮問委員 
リスク管理委員 

ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN 
ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN 

笠 井 一 巳 取締役（生産本部長兼第一製造部長） リスク管理委員  

安 木 秀 己 取締役（技術本部長兼研究開発部長） リスク管理委員 
台 湾 油 研 股 份 有 限 公 司 董 事 長 
油研液圧工業（張家港）有限公司董事長 

萩 野 嘉 夫 取締役（管理本部長兼総務部長） リスク管理委員（統括責任者） 
韓 国 油 研 工 業 株 式 会 社 代 表 理 事 
YUKEN SEA CO.,LTD. CHAIRMAN 

平 山 直 志 取締役（国内事業本部長兼東日本営業部長）リスク管理委員  

鈴 木 幸 一 
社外取締役 
指名諮問委員 
報酬諮問委員 
リスク管理委員 

公 認 会 計 士 ・ 税 理 士 

河 渕 健 司 
社外取締役 
指名諮問委員 
報酬諮問委員 
リスク管理委員 

株式会社エスティック取締役監査等委員（社外）

高 久 憲 一 常勤監査役 リスク管理委員  

山 浦 秀 雄 常勤監査役（社外） リスク管理委員  

矢 島 良 司 社外監査役 リスク管理委員 
株式会社第一生命経済研究所取締役会長 
一 般 社 団 法 人 日 本 産 業 協 会 会 長 

 
（注）1. 取締役鈴木幸一氏および河渕健司氏、並びに監査役山浦秀雄氏につきましては、東京証券取引所に対

し、独立役員として届け出ております。 
2. 監査役高久憲一氏は、業務執行者としての豊富な経験と見識ならびに当社海外子会社の経営者として
の経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役山浦秀雄氏は、金
融機関における長年の経験と他社監査役としての見識を有しており、財務および会計に関する相当程
度の知見を有しております。   
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（2）責任限定契約の内容の概要 
 当社は、社外取締役および監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約
を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を
責任の限度としております。 

 
（3）取締役および監査役の報酬等 
  ① 報酬等に関する方針 

当社は取締役の報酬等について、社内取締役２名と独立社外取締役２名で構成された報
酬諮問委員会による勧告に基づく取締役会決議により、取締役の報酬等の内容に関する方
針を定めております。 
当社の取締役の報酬等は、優秀な人財の確保と維持、業績向上のインセンティブの観点
から、それぞれの職責に見合った報酬の体系、水準としており、経営環境の変化、他社の
水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常に検証することとしております。 
取締役の報酬等は、固定性の強い月例報酬と、会社業績の達成度に連動した変動的報酬
である決算賞与により構成しております。また、株主と利害を共有し、株価を意識した経
営のインセンティブとするため、役位に応じた報酬額の一部を役員持株会に拠出しており
ます。 
社外取締役の報酬等は、当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければ
ならず、かつ業績連動型の要素が含まれてはならないことから、定額報酬として、役位に
応じて予め定められた固定給を支給するものとしております。 
なお、当社の監査役の報酬等の額については、株主総会において承認された範囲内で、
監査役の協議により決定しております。 
 

  ② 取締役および監査役の報酬等の総額 
取締役８名 114,072千円（うち社外２名  16,080千円） 
監査役３名 35,550千円（うち社外２名  21,330千円） 

 （注）報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額39,000千円（取締役６名に対して
29,850千円、監査役３名に対して9,150千円）が含まれております。 
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（4）社外役員に関する事項 
  ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係 

・社外取締役鈴木幸一氏は、鈴木幸一公認会計士税理士事務所を運営しておりますが、当
社と兼職先との間には重要な関係はありません。 
・社外取締役河渕健司氏は、株式会社エスティックの取締役監査等委員（社外）ですが、
当社と兼職先の間には重要な関係はありません。 
・社外監査役矢島良司氏は、株式会社第一生命経済研究所の取締役会長であり、また一般
社団法人日本産業協会の会長ですが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。 

 
  ② 当事業年度における主な活動状況 
 

区 分 氏 名 主な活動状況 

社外取締役 鈴木 幸一 当事業年度に開催された取締役会には14回全てに出席し、主に公認会計士
として培ってきた豊富な経験・見地から、適宜発言を行っております。 

社外取締役 河渕 健司 当事業年度に開催された取締役会には14回全てに出席し、経営者としての
豊富な経験・見地から、適宜質問し、発言を行っております。 

社外監査役 山浦 秀雄 
当事業年度に開催された取締役会には14回全てに、また監査役会には16回
全てに出席し、疑問点等明らかにするために適宜質問し、豊富な経験・見
地から意見を述べております。 

社外監査役 矢島 良司 
当事業年度に開催された取締役会には14回全てに、また監査役会には16回
全てに出席し、経営者としての豊富な経験・見地から、適宜意見を述べて
おります。 
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４．会計監査人の状況 
（1）会計監査人の名称 
 ロイヤル監査法人 

 
（2）当事業年度にかかる会計監査人としての報酬等の額および監査役会が同意をした理由 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,500千円
当社およびその子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 30,500千円

 
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬
等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

2. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けて
おります。   

 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積算出根拠が
適切であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行ってお
ります。 

 
（3）非監査業務の内容 
 該当事項はありません。 

 
（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 
 会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず
れかの事由に該当した場合、または会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監
督官庁からの処分を受け、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があ
ると判断した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この
場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 
 また、上記の場合の他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体
的要素を列挙し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、
または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合に
は、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当
該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。 
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５．会社の体制および方針 
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の
適正を確保するための体制 
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制 
当社の企業憲章である「経営の信条」の精神に基づき、取締役および従業員が法令・定
款および社会規範を遵守した行動を取るための行動規範を定めるとともに、コンプライア
ンス体制に係わる規定を整備しております。その取組みは取締役、監査役および内部監査
室長を委員としたリスク管理委員会で横断的に統括管理し、必要な教育等を行うこととし
ております。内部監査室はリスク管理委員会と連携してコンプライアンスの遵守状況を監
査し、取締役会へ報告しております。さらに、法令上、疑義のある行為等について従業員
が直接情報提供を行う手段としての通報・相談窓口を開設しております。 

 
② 取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制 

経営文書管理規定に従い、取締役の職務執行に係わる文書は、文書または電磁的媒体に
記録し、保存しております。 

 
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

財務、法務、環境、災害、品質、情報セキュリティ等事業活動に係わるリスクについて、
それぞれの領域ごとの担当部門を定めるとともに、全ての取締役および監査役ならびに内
部監査室長で構成されたリスク管理委員会を設立し、事業活動に伴うリスクの抽出及び評
価を行い、重要と判断されたリスクについては部門横断的に全社で対応し、対応状況を定
期的にチェックすることとしております。また、各部門においても部門業務計画にリスク
対応を反映させ、計画的に実施する体制を整えております。 

 
④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会は、取締役と従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、
この目標に基づく年度経営計画を策定しております。各本部を担当する取締役は、年度経
営計画に基づき各本部が実施すべき具体的な実行計画を策定し、取締役会は各本部の実行
計画の実施状況を把握するために半期ごとに実績をレビューしております。目標未達事項
がある場合は、担当の取締役にその改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正すること
としております。 
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⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
当社およびグループ各社に共通のリスク管理体制に係わる行動規範を定め、グループの
取締役および従業員の順法意識の醸成を図っております。 
また、当社およびグループ各社からなる企業集団における業務の適正を確保するための
体制を整備しております。 

 
⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
制 
監査役は内部監査室員に監査業務に必要な事項を調査させることができるものとしてお
ります。 

 
⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役から監査業務に必要な命令を受けた内部監査室員は、その命令に関して取締役、
内部監査室長等の指揮命令を受けないものとしております。 

 
⑧ 当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役
への報告に関する体制 
当社およびグループ各社の取締役および従業員は当社の監査役に対して、取締役会で決
議された事項、会社に著しい損害をおよぼす恐れのある事項、毎月の経営状況としての重
要な事項、重大な法令・定款違反および通報・相談窓口への通報状況およびその内容を報
告することとしております。また、監査役に報告した者がその報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないことを確保しております。 

 
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会と代表取締役社長、監査役会と監査法人および監査役会と内部監査室との間で
は定期的な意見交換会を実施しております。 
監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求にかかる費用
または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒
むことができないこととしております。 
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況 
当社では、内部統制システム構築の基本方針に基づき、企業集団における業務の適正を確
保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の
概要は以下のとおりです。 
当社取締役会は、社外取締役２名を含む取締役８名で構成され、監査役３名も出席した上
で開催し、取締役の職務執行を監督いたしました。社外取締役も全ての取締役会に出席し、
取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。 
また、社長および本部長を兼務している各取締役ならびに監査役が出席する本部長会議を
原則として１週間に１回開催し、重要な経営課題を審議するとともに、営業・生産等の報告
を適時行い、経営判断の迅速化と問題共有に努めております。リスク管理活動においては、
取締役、監査役、内部監査室長が出席するリスク管理委員会を１回開催し、グループ会社を
含めた全社的なリスク管理について、事業活動に伴うリスクの抽出と評価を行い、対応方法
と担当部門を明確化し、対応状況を定期的にチェックする体制を整えております。また、事
業継続計画（BCP）を作成し、災害等の緊急事態への対応について全社で共有しております。 
グループ会社においては、当社取締役および海外事業担当部長が各社において１名以上役
員を兼務しており、更に当社経営企画室が定期的にグループ会社の経営状況や経営上重要な
課題等を把握しております。またグループ会社社長会を４回開催し、業務報告および意見交
換を行うことでグループ会社の業務の適正を確保しております。 
より適切かつ効率的な部門運営のための人財育成として、主に中間管理層に対する教育を
重点的に実施いたしました。階層別に社内研修の実施や外部研修への参加を行い、経営意識
の醸成やマネジメント能力の向上を図っております。 
グループウェア利用者全員を対象とした情報セキュリティ教育を実施し、標的型メール等
によるサイバー攻撃に対するリスクの低減を図りました。 
女性社員の活躍を促進する取り組みとして、女性社員に対するキャリア構築のための集合
教育、女性社員に対するキャリア面談等を実施いたしました。当事業年度までの３年間の取
り組みにより、女性活躍推進に対する全社的な意識の醸成と女性自身のキャリア意識の向上
を図ることが出来、また、課題も明確となりました。今後も女性が活躍するために必要な設
備や制度面の見直し等を含め、全社的に継続して取り組むことで、女性がより働きやすい環
境の構築と有効な人財活用を促進してまいります。 
内部監査室は、内部監査規則に基づき当社および子会社におけるコンプライアンスの遵守
状況を確認いたしました。また、年２回経営企画室が実施する業務計画レビューに同席し、
各部における業務計画の進捗状況とリスク対応を確認いたしました。監査役とは月に１回連
絡会議を開催し、監査に関する情報等の連携を図っております。 
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監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、監査役会を16回開催し、監査役間の情報
共有に基づき会社の状況を把握いたしました。取締役会を始めとする重要な社内会議に出席
して必要な場合は意見を述べるとともに、取締役その他使用人と対話を行い、内部監査室、
会計監査人と連携し、取締役および使用人の職務の執行状況を監査いたしました。さらに、
社外取締役との連携を確保するために定期的に会合をもち、情報交換を行っております。 

 
（3）株式会社の支配に関する基本方針 
① 基本方針の内容 
 上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、
当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一
概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきで
あると考えます。 
 しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業
価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆
様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付行
為の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための合理
的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等買収の対象とされた会社の企業価
値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 
 当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれの
ある不適切な大規模な買付行為又は買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の
決定を支配する者として不適切であると判断し、法令および当社定款によって許容される
範囲で必要かつ相当な措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を確保する必要があると考えております。 
 

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 
 当社では、多数の株主および投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただく
ため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の
施策を実施しております。これらの取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものと考
えております。 
1） 企業価値向上への取組み 
 当社及び当社グループは、｢日本、アジア、世界に貢献し、環境変化の中でも利益成
長できる高収益体質の独立系油圧総合メーカグループを目指す」という長期経営ビジョ
ンのもと、次の10年に向けた環境の変化に耐え得る強固な収益基盤を作り上げていく
ために、2019年度を初年度とする中期経営計画「３Ｇ Action2021 ～Challenge 
the Next Stage～」を策定しております。 
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 具体的には、前中期経営計画３Ｇ《Group・Global・Growing》の行動指針を継続
し、グローバル展開に対応したものづくり力の強化 (Group戦略)、成長分野としての
グローバル展開の推進 (Global戦略)、成長を支えるグループ会社の経営基盤強化 
(Growing戦略) を図るとともに、持続的成長のための収益力の強化（Gain戦略）を推
進してまいります。 

 
2） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
 当社は、経営理念である「経営の信条」を礎に、常に最良のコーポレート・ ガバナ
ンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。当社は、当社の持続的な成
長と企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、
保有する経営資源を十分に活用し、迅速・果敢な意思決定により経営の活力を増大させ
ることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り組んでまいり
ます。当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みに関しては、当社ホームペー
ジに記載しておりますのでご参照下さい。 
（http://www.yuken.co.jp/ir/governance.aspx） 

 
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されること
を防止するための取組み 
 当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企
業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業
の方針の決定を支配するものとして不適切であると考えるものではありません。また、支
配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基
づき行われるべきものと考えております。 
 しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て買収の対象とされ
た会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 
 そこで、当社取締役会は、1）事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な
情報を提供し、2）取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始
する、という概要の大規模買付行為への対応策（以下「本買収防衛策」といいます）を
2007年３月８日の取締役会において決議し、2007年６月28日開催の当社第63回定時株
主総会において、導入が決議されました。 
 また、本買収防衛策は、その合理性・公正性を担保するための独立委員会の設置や、大
規模買付者に提供を求める必要情報の内容について一部見直しを行うなど、社会、経済情
勢の変化や、買収防衛策をめぐる諸々の動向等を踏まえ、より実効性を高めるための変更
を伴った上で、2010年６月25日開催の当社第66回定時株主総会、2013年６月27日開
催の当社第69回定時株主総会および2016年６月28日開催の当社第72回定時株主総会で
継続が決議されております。 
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④ 本買収防衛策が株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも
のではないことについて 
 本買収防衛策は、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付
行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す
るために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を
可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させると
いう目的をもって導入されたものであります。 
 更に、本買収防衛策は、大規模買付行為が大規模買付時における情報提供等に関する一
定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます）を遵守していない、あるいは大規模
買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収である場
合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合など、予め定められ
た合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定さ
れており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 

 
（4）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその状況 
 当社は、行動規範において、当社の役職員等は社会の健全な発展に障害となる反社会的な
勢力に対しては、毅然とした態度で臨むこととしております。対応部門は総務部門としてお
りますが、同部署に一任せず、全社で対応することとしております。また、神奈川県企業防
衛対策協議会に加盟し、同協議会にて開催される会合において反社会的勢力に関する情報を
収集するとともに、同協議会の研修に参加し、反社会的勢力への対応方法等の習得に努める
一方、所轄警察署の担当者および顧問弁護士とも随時情報交換を行い、反社会的勢力から不
当な要求があった場合の対応について適切な助言を得ております。 
 役職員には、行動規範の社内周知・教育に伴い、反社会的勢力排除に関する考え方等の周
知を行っております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
（注） 事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位を切り捨てて表示しております。 
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連結貸借対照表 
（2019年３月31日現在） 

（単位：千円）  
資 産 の 部  負 債 の 部 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 
た な 卸 資 産 
前 払 費 用 
未 収 入 金 
そ の 他 の 流 動 資 産 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 及 び 構 築 物 
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
無 形 固 定 資 産 
リ ー ス 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 
投資その他の資産 
投 資 有 価 証 券 
差 入 保 証 金 
敷 金 
事 業 保 険 
破 産 更 生 債 権 等 
繰 延 税 金 資 産 
その他の投資その他の資産 
貸 倒 引 当 金 

24,145,430 
3,882,541 
11,828,358 
7,648,366 
223,890 
310,030 
356,122 
△103,880 
12,857,505 
7,313,981 
2,365,917 
2,962,201 
553,888 
1,252,097 
79,019 
100,856 
338,863 
255,398 
65,787 
17,676 

5,204,660 
2,739,086 
66,620 
149,577 
284,544 
4,393 

1,952,890 
11,190 
△3,643 

 流 動 負 債 
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 
短 期 借 入 金 
１年以内返済予定の長期借入金 
リ ー ス 債 務 
未 払 金 
未 払 法 人 税 等 
未 払 費 用 
預 り 金 
賞 与 引 当 金 
そ の 他 の 流 動 負 債 

固 定 負 債 
長 期 借 入 金 
リ ー ス 債 務 
退 職 給 付 に 係 る 負 債 
そ の 他 の 固 定 負 債 

11,123,255 
5,403,083 
2,307,568 
937,370 
78,953 
440,227 
269,730 
449,297 
397,986 
454,515 
384,521 
7,456,348 
3,472,658 
63,485 

3,910,507 
9,697 

負 債 合 計 18,579,603 
純 資 産 の 部 

株 主 資 本 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
自 己 株 式 

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額金 
為 替 換 算調整勘定 
退職給付に係る調整累計額 

非 支 配 株 主 持 分 

16,509,473 
4,109,101 
3,881,105 
9,557,127 

△1,037,860 
304,077 
709,264 
△11,240 
△393,946 
1,609,781 

 純 資 産 合 計 18,423,333 
資 産 合 計 37,002,936  負 債 及 び 純 資 産 合 計 37,002,936 
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連結損益計算書 
 ( 2018年４月１日から 2019年３月31日まで ) （単位：千円） 

科        目 金        額 
売 上 高  30,005,748 
売 上 原 価  21,986,145 
売 上 総 利 益  8,019,603 
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  5,885,518 
営 業 利 益  2,134,084 
営 業 外 収 益   
受 取 利 息 及 び 配 当 金 103,224  
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 76,709  
そ の 他 の 営 業 外 収 益 95,322 275,256 

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 189,309  
為 替 差 損 61,658  
た な 卸 資 産 処 分 損 27,963  
そ の 他 の 営 業 外 費 用 62,492 341,423 

経 常 利 益  2,067,917 
特 別 利 益   
固 定 資 産 売 却 益 7,426 7,426 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  2,075,343 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 986,989  
法 人 税 等 調 整 額 △421,283 565,706 
当 期 純 利 益  1,509,637 
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  218,304 
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  1,291,333 
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連結株主資本等変動計算書 
 ( 2018年４月１日から 2019年３月31日まで ) （単位：千円） 

 株   主   資   本 
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 4,109,101 3,881,105 8,596,436 △950,260 15,636,383 
当 期 変 動 額      
剰 余 金 の 配 当   △330,642  △330,642 
親 会 社 株 主 に 帰 属 
す る 当 期 純 利 益   1,291,333  1,291,333 
自 己 株 式 の 取 得    △87,600 △87,600 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )     ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 960,691 △87,600 873,090 
当 期 末 残 高 4,109,101 3,881,105 9,557,127 △1,037,860 16,509,473 
 

（単位：千円）  

 
その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証 
券評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

退職給付に係 
る調整累計額 

その他の包括 
利益累計額合計 

当 期 首 残 高 1,008,043 369,468 △384,104 993,408 1,511,344 18,141,136 
当 期 変 動 額       
剰 余 金 の 配 当    ―  △330,642 
親 会 社 株 主 に 帰 属 
す る 当 期 純 利 益    ―  1,291,333 
自 己 株 式 の 取 得    ―  △87,600 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △298,779 △380,708 △9,842 △689,330 98,436 △590,893 

当 期 変 動 額 合 計 △298,779 △380,708 △9,842 △689,330 98,436 282,197 
当 期 末 残 高 709,264 △11,240 △393,946 304,077 1,609,781 18,423,333 
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貸 借 対 照 表 
（2019年３月31日現在） 

（単位：千円）  
資 産 の 部  負 債 の 部  流 動 資 産 

現 金 預 金 
受 取 手 形 
売 掛 金 
商 品 及 び 製 品 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
前 払 費 用 
短 期 貸 付 金 
未 収 入 金 
そ の 他 の 流 動 資 産 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 及 び 構 築 物 
機 械 装 置 
車 輌 運 搬 具 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
リ ー ス 資 産 
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 
投資その他の資産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
差 入 保 証 金 
事 業 保 険 
破 産 更 生 債 権 等 
繰 延 税 金 資 産 
その他の投資その他の資産 

 
14,461,893 
2,154,096 
2,281,467 
5,435,044 
1,748,957 
587,994 
1,722,195 
94,091 
221,093 
245,189 
10,064 
△38,301 

11,085,698 
3,628,781 
1,176,288 
1,663,658 

2,324 
230,738 
469,220 
79,019 
7,533 

311,312 
40,202 
255,398 
15,711 

7,145,603 
2,227,174 
3,304,660 
26,870 
284,544 

750 
1,204,579 
97,024 

 流 動 負 債 
支 払 手 形 
買 掛 金 
短 期 借 入 金 
１年以内返済予定の長期借入金 
未 払 金 
未 払 法 人 税 等 
リ ー ス 債 務 
未 払 費 用 
預 り 金 
賞 与 引 当 金 
そ の 他 の 流 動 負 債 

固 定 負 債 
長 期 借 入 金 
リ ー ス 債 務 
退 職 給 付 引 当 金 
そ の 他 の 固 定 負 債 

6,662,659 
966,430 
2,967,362 
680,000 
868,000 
234,871 
81,999 
78,953 
134,239 
132,192 
351,200 
167,410 
6,519,274 
3,285,000 
63,485 

3,165,550 
5,238 

負 債 合 計 13,181,934 
純 資 産 の 部 
 株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
評 価 ・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 

 
11,656,393 
4,109,101 
3,853,007 
1,030,000 
2,823,007 
4,732,144 
4,732,144 
4,732,144 

△1,037,860 
709,264 
709,264 

 純 資 産 合 計 12,365,657 
資 産 合 計 25,547,591  負 債 及 び 純 資 産 合 計 25,547,591 
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損 益 計 算 書 
 ( 2018年４月１日から 2019年３月31日まで ) （単位：千円） 

科        目 金        額 
売 上 高  16,090,744 
売 上 原 価  12,191,283 
売 上 総 利 益  3,899,461 
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  3,224,063 
営 業 利 益  675,398 
営 業 外 収 益   
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 444,565  
為 替 差 益 5,441  
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 126,426  
そ の 他 の 営 業 外 収 益 40,191 616,625 

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 70,960  
手 形 売 却 損 4  
た な 卸 資 産 処 分 損 22,442  
そ の 他 の 営 業 外 費 用 38,244 131,651 

経 常 利 益  1,160,372 
特 別 利 益   
固 定 資 産 売 却 益 3,746 3,746 

税 引 前 当 期 純 利 益  1,164,118 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 229,868  
法 人 税 等 調 整 額 △21,668 208,199 
当 期 純 利 益  955,918 
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株主資本等変動計算書 
 ( 2018年４月１日から 2019年３月31日まで ) （単位：千円） 

残高及び変動事由 

株   主   資   本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利益剰余金 

資  本 
準 備 金 

その他資本 
剰 余 金 

資本剰余金 
合   計 

その他利益 
剰 余 金 利益剰余金 

合   計 繰 越 利 益 
剰 余 金 

当 期 首 残 高 4,109,101 1,030,000 2,823,007 3,853,007 4,106,868 4,106,868 
当 期 変 動 額       
剰 余 金 の 配 当    ― △330,642 △330,642 
当 期 純 利 益    ― 955,918 955,918 
自 己 株 式 の 取 得    ―  ― 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )    ―  ― 

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 625,276 625,276 
当 期 末 残 高 4,109,101 1,030,000 2,823,007 3,853,007 4,732,144 4,732,144 
 

（単位：千円）  

残高及び変動事由 
株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 自己株式 株主資本 
合  計 

そ の 他 
有 価 証 券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当 期 首 残 高 △950,260 11,118,716 1,008,043 1,008,043 12,126,760 
当 期 変 動 額      
剰 余 金 の 配 当  △330,642  ― △330,642 
当 期 純 利 益  955,918  ― 955,918 
自 己 株 式 の 取 得 △87,600 △87,600  ― △87,600 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )  ― △298,779 △298,779 △298,779 

当 期 変 動 額 合 計 △87,600 537,676 △298,779 △298,779 238,896 
当 期 末 残 高 △1,037,860 11,656,393 709,264 709,264 12,365,657 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
  

独立監査人の監査報告書 
 2019年５月17日 

油研工業株式会社 
 取締役会 御中  ロ イ ヤ ル 監 査 法 人  指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士  白 上 卓 美 ㊞
 

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士  惠 良 健太郎 ㊞

 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、油研工業株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、油
研工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。 
  
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以 上 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
  

独立監査人の監査報告書 
 2019年５月17日 

油研工業株式会社 
 取締役会 御中  ロ イ ヤ ル 監 査 法 人  指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士  白 上 卓 美 ㊞
 

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士  惠 良 健太郎 ㊞

 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、油研工業株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細
書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附
属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討する
ことが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第75期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（1）監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び
結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計
画等に従い、取締役、内部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、グループ会社に係
わる重要な会議への出席や往査により事業の報告を受け財産の状況を調査しました。 
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役、内部監査室及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け必要に応じて説明を求め意見を表明いたしました。 
  なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びロイヤル監査法人及び内部
監査室から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。 
③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの
各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい
て検討を加えました。 
④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て、説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。 

  以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。 
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２．監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。 
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。 
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。子会社も含めた内部統制システムの継続的な充実は、
今後とも重要であると考えます。財務報告に係る内部統制については、本監査役会監査
報告の作成時点において、ロイヤル監査法人からは ｢開示すべき重要な不備は発見され
ていない」旨の報告を書面で受けております。 
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されて
いる会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであ
り、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものではないと認めます。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人ロイヤル監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（3）連結計算書類の監査結果 
会計監査人ロイヤル監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 
 
   2019年５月21日 
 

油研工業株式会社 監査役会 
 

常勤監査役 高 久 憲 一 ㊞  
常勤監査役(社外監査役) 山 浦 秀 雄 ㊞  
監査役（社外監査役) 矢 島 良 司 ㊞ 

 
 

 
以 上 
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メ モ 
 
  
 



 

 
株主総会会場ご案内図 

 
神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号 
油研工業株式会社 本社大会議室 

 
 

 

〔道 順〕 
・小田急江ノ島線長後駅西口より徒歩12分 
・小田急江ノ島線長後駅西口バスターミナル③番乗り場より（綾瀬車庫・綾瀬市役所・さがみ野
駅・桜が丘駅行き何れも通ります｡）ご乗車いただき、上谷台（長後駅より１停留所）で下車
ください。 

 

 


